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川崎医療福祉大学公的研究費の取扱いに関する規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、公的研究費の運営・管理について必要な事項を定めることにより、不正を防止し、

川崎医療福祉大学（以下「本学」という。）又は本学に所属する教員、職員、学生及び公的研究費に

関わる者（以下「研究者等」という。）が、公的研究費の適正な運営・管理に資することを目的とす

る。 

（定 義） 

第２条 公的研究費とは、国、地方公共団体又はその外郭団体等から配分される競争的資金を中心とし

た公募型の研究資金をいう。 

（適用範囲） 

第３条 公的研究費の適正な運営・管理については、関係法令に定めるもののほか、この規程の定める

ところによる。 

（本学の責務）  

第４条 本学は、本学又は本学に所属する研究者等が公的研究費の交付を受けて研究を行う場合、関係

法令及び学内規程等に従って大学としての公的研究費の運営・管理を行う責任を果たすものとする。  

（研究者等の責務）  

第５条 研究者等は、公的研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動

であることを念頭においてこの規程を遵守するとともに、公的研究費の使用に関して、適正かつ効率

的な使用に努めなければならない。  

２ 公的研究費を申請する者及び公的研究費の運営・管理に関わる者は、関係法令及び学内規程等を遵

守して、交付された公的研究費を適正に使用することを明記した誓約書を提出しなければならない。 

（最高管理責任者） 

第６条 公的研究費の最高管理責任者は学長とし、大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理につい

て、最終責任を負うものとする。 

２ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために

必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研

究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

（統括管理責任者） 

第７条 統括管理責任者は医療福祉研究センター長とし、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運

営・管理について、大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとする。 

２ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、

機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者

に報告する。 

（コンプライアンス推進責任者） 

第８条 コンプライアンス推進責任者は学部長、研究科長、事務部長とし、各学部等における公的研究

費の運営・管理について、実質的な責任と権限を持つものとする。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める役割を果たすもの

とする。 

(1) 自己の管理監督又は指導する学部等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施
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状況を統括管理責任者に報告する。 

(2) 不正防止を図るため、本学及び関係部署内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての研究者等に

対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

(3) 自己の管理監督又は指導する学部等において、研究者等が適切に公的研究費の管理・執行を行っ

ているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第９条 コンプライアンス推進副責任者は学科長、専攻主任とし、コンプライアンス推進責任者を補佐

し、研究者等の管理監督を行うものとする。 

（研 修）  

第10条 コンプライアンス推進責任者は、研究者等に公的研究費の運営・管理に関する研修を行わなけ

ればならない。  

２ 公的研究費の運営・管理に携わる研究者等は、定期的な研修を受けなければならない。 

（不正の防止に対する責任）  

第11条 第６条、第７条、第８条及び第９条の各責任者が、その管理監督の責任を十分に果たさず、結

果的に不正を招いた場合には、学校法人川崎学園就業規則第45条に基づき懲戒処分の対象となる。 

（公的研究費の経理・管理等の委任） 

第12条 公的研究費の交付を受ける研究者等は、公的研究費の受け入れ、経理・管理を学長に委任する

ものとする。 

（公的研究費の受入れ） 

第13条 研究者等から委任を受けた学長は、学長名義の銀行口座に公的研究費を受け入れるものとする。 

２ 前項で受け入れた公的研究費のうち、間接経費については、学校法人川崎学園（以下「学園」とい

う。）の口座において処理するものとする。 

３ 間接経費の取扱いについては、学園が別に定める。 

（公的研究費の事務等） 

第14条 学長は、事務部庶務課長を出納責任者に指名し、専用の預金口座を設け、「収支簿」を備えて

公的研究費の出納管理・預金通帳の保管をさせるものとする。 

２ 公的研究費の事務処理及び手続きに関する相談等の担当窓口は、事務部庶務課とする。 

３ 事務担当者は、研究活動の特性を十分理解し、研究者等が研究を行う上で必要な事柄については、

規程等に照らし対応を柔軟に検討するとともに、検討結果につき、速やかに研究者等に適切な説明を

行うものとする。 

（公的研究費の執行） 

第15条 公的研究費の執行については、別に定める「公的研究費事務執行要領」によるものとする。 

（検収等） 

第16条 納品検収のため、事務部庶務課（中央教員秘書室）及び図書館に検収者を置き、学長が指名す

る。 

２ 検収者は、発注物品と納入物品が同一のものであることを確認し、請求伝票に押印の後、請求伝票

を購買部へ回付するものとする。 

３ 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検な

ど）及び有形の成果物がある場合の検収については、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書

類の提出により、検収を行うものとする。なお、知識を有する者を必要とする場合は、医療福祉研究

センター長をもって確認する。 

（不正防止計画推進部署） 
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第17条 不正防止計画推進部署は、医療福祉研究センター長を責任者とする医療福祉研究センターとす

る。 

２ 不正防止計画推進部署は、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を策定・実施し、

実施状況を確認する。 

（モニタリング） 

第18条 不正防止計画推進部署は、公的研究費の適正な運営・管理、並びに研究活動上の不正行為防止

体制等について、大学全体の視点から以下についてモニタリングを行う。 

(1) 物品等の発注及び検収体制の検証 

(2) 出張の実行状況の確認体制の検証 

(3) 謝金の業務実施状況の確認体制の検証 

(4) その他大学における公的研究費の適正な運営・管理及び研究活動上の不正行為防止体制の検証 

（内部監査） 

第19条 公的研究費の適正な執行を確保するため、内部監査を実施する。 

２ 監査は、医療福祉研究センター長を責任者（以下「監査責任者」という。）とし、事務部長及び学

長が指名した者が行うものとする。 

３ 内部監査の実施については、別に定める「川崎医療福祉大学公的研究費内部監査実施細則」による

ものとする。 

（公的研究費の不正使用への対応） 

第20条 公的研究費の不正使用に関する取扱いについては、別に定める。 

（取引業者への処分） 

第21条 公的研究費による物品購入等に係る取引に関し、不正行為に関与したことが明らかとなった取

引業者に対しては、学長は取引停止の処分を行うものとする。 

２ １の処分方針、学園の不正対策に関する方針及びルールを取引業者に周知徹底し、特に必要と認め

る取引業者へは誓約書等の提出を求めるものとする。 

（設備備品等の寄付） 

第22条 研究者等が、設備備品等を購入した場合は、速やかに学園に寄付しなければならない。 

２ 設備備品等の寄付にかかる手続きについては、別に定める「公的研究費事務執行要領」によるもの

とする。 

（情報の公開）  

第23条 本学は公的研究費の運営・管理に関する情報のうち、この規程の他、次の各号に掲げる情報を

公開するものとする。  

(1) 行動規範 

(2) 運営・管理体制 

(3) 不正防止計画  

(4) 相談窓口、通報窓口 

(5) 業者に対する処分方針（取引停止等の取扱いを含む。） 

(6) 公的研究費に係る課題名等の基本情報 

(7) その他、学長が必要と認める事項  

（その他） 

第24条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱いについて必要な事項は、学園及び本学が別

に定める。 
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附 則 

この規程は、平成19年９月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成22年12月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

 

 


